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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電極パッドを備えた複数の半導体集積回路と、前記半導体集積回路を有する半導体チッ
プが形成される半導体チップ形成領域を複数有する半導体基板と、前記電極パッドに配設
された内部接続端子と、前記内部接続端子と電気的に接続された配線パターンと、を備え
た半導体装置の製造方法であって、
　前記複数の半導体チップの前記電極パッドに前記内部接続端子を形成する内部接続端子
形成工程と、
　支持板に前記配線パターンの母材となる金属層が設けられた金属層付き支持板を準備す
る金属層付き支持板準備工程と、
　前記半導体チップと対向する部分の前記金属層付き支持板にアライメントマーク形成用
の樹脂の突出部を形成する位置に貫通部を形成する貫通部形成工程と、
　前記内部接続端子と対向する部分の前記金属層に導電性端子を形成する導電性端子形成
工程と、
　前記内部接続端子と前記導電性端子とが対向するように、前記複数の半導体チップと前
記金属層付き支持板とを対向配置させると共に、前記金属層付き支持板を押圧して、前記
内部接続端子と前記金属層とを圧着する圧着工程と、
　前記圧着工程後に、前記複数の半導体チップと前記金属層付き支持板との間、及び前記
貫通部を前記樹脂で封止する封止工程と、
　前記封止工程後に、前記支持板を除去して、前記支持板の前記貫通部に対応する部分の
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前記樹脂に突出部を形成する突出部形成工程と、
　前記突出部をアライメントマークとして用いて配線パターンを形成する配線パターン形
成工程と、を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記配線パターン形成工程は、
　前記配線パターンの形成領域に対応する部分の前記金属層上を覆うレジスト膜を形成す
るレジスト膜形成工程と、
　前記レジスト膜をマスクとして、前記金属層をエッチングして、前記配線パターンを形
成する配線パターン形成工程と、を含むことを特徴とする請求項１記載の半導体装置の製
造方法。
【請求項３】
　前記貫通部形成工程では、前記貫通部を少なくとも２つ以上形成することを特徴とする
請求項１又は２記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記貫通部形成工程では、前記貫通部を前記配線パターンが形成される配線パターン形
成領域以外の領域に対応する部分の前記金属層付き支持板に形成することを特徴とする請
求項１ないし３のうち、いずれか一項記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記圧着工程では、前記金属層付き支持板に形成された前記貫通部をアライメントマー
クとして用いて、前記複数の半導体チップと前記金属層付き支持板を対向配置させること
を特徴とする請求項１ないし４のうち、いずれか一項記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記封止工程では、前記樹脂をトランスファーモールド法により形成することを特徴と
する請求項１ないし５のうち、いずれか一項記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　電極パッドを備えた複数の半導体集積回路と、前記半導体集積回路を有する半導体チッ
プが形成される半導体チップ形成領域を複数有する半導体基板と、前記電極パッドに配設
された内部接続端子と、前記内部接続端子と電気的に接続された配線パターンと、を備え
た半導体装置であって、
　前記内部接続端子の上端部の側面を覆い、かつ、前記内部接続端子と前記配線パターン
とを固定している導電性端子と、
　前記半導体チップの上面を、前記内部接続端子及び前記導電性端子を除いて覆い、かつ
、前記半導体基板と反対側の面に突出部を有する樹脂部材と、
　前記樹脂部材の上面に設けられた前記配線パターンと、
　前記配線パターンのパッド部を除いた部分と前記突出部とを覆うように、前記樹脂部材
上に設けられたソルダーレジストと、を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　前記突出部が、前記配線パターン作成用のアライメントマークであることを特徴とする
請求項７記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記樹脂部材本体は、平面視において四角形をなし、前記突出部は、前記樹脂部材本体
の前記四角形の４つの角部の近傍に配置されていることを特徴とする請求項７又は８記載
の半導体装置。
【請求項１０】
　請求項７ないし９のうち、いずれか一項記載の半導体装置が切断され、個片化されて形
成された、個片化された半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置とその製造方法に係り、電極パッドを備えた半導体チップと、電
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極パッドに配設された内部接続端子と、内部接続端子と電気的に接続された配線パターン
と、を備えた半導体装置とその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の半導体装置には、電極パッドを備えた半導体チップと、電極パッドに配設された
内部接続端子と、内部接続端子と電気的に接続された配線パターンと、を備え、平面視し
た状態で半導体チップと略同じ大きさとされたチップサイズパッケージと呼ばれる半導体
装置（例えば、図１参照）がある。
【０００３】
　図１は、従来の半導体装置の断面図である。
【０００４】
　図１を参照するに、従来の半導体装置１００は、半導体チップ１０１と、内部接続端子
１０２と、樹脂層１０３と、配線パターン１０４と、ソルダーレジスト１０６と、外部接
続端子１０７とを有する。
【０００５】
　半導体チップ１０１は、薄板化された半導体基板１１０と、半導体集積回路１１１と、
複数の電極パッド１１２と、保護膜１１３とを有する。半導体集積回路１１１は、半導体
基板１１０の表面側に設けられている。半導体集積回路１１１は、拡散層、絶縁層、及び
配線パターン等（図示せず）から構成されている。複数の電極パッド１１２は、半導体集
積回路１１１上に設けられている。複数の電極パッド１１２は、半導体集積回路１１１に
設けられた配線パターンと電気的に接続されている。保護膜１１３は、半導体集積回路１
１１上に設けられている。保護膜１１３は、半導体集積回路１１１を保護するための膜で
ある。
【０００６】
　内部接続端子１０２は、電極パッド１１２上に設けられている。内部接続端子１０２の
上端部は、樹脂層１０３から露出されている。内部接続端子１０２の上端部は、配線パタ
ーン１０４と接続されている。樹脂層１０３は、内部接続端子１０２が設けられた側の半
導体チップ１０１を覆うように設けられている。
【０００７】
　配線パターン１０４は、樹脂層１０３上に設けられている。配線パターン１０４は、内
部接続端子１０２と接続されている。配線パターン１０４は、内部接続端子１０２を介し
て、電極パッド１１２と電気的に接続されている。配線パターン１０４は、外部接続端子
１０７が配設されるパッド１０４Ａを有する。ソルダーレジスト１０６は、パッド１０４
Ａを除いた部分の配線パターン１０４を覆うように、樹脂層１０３上に設けられている。
【０００８】
　図２～図１０は、従来の半導体装置の製造工程を示す図である。図２～図１０において
、図１に示す従来の半導体装置１００と同一構成部分には同一符号を付す。
【０００９】
　始めに、図２に示す工程では、薄板化される前の半導体基板１１０の表面側に、半導体
集積回路１１１、複数の電極パッド１１２、及び保護膜１１３を有した半導体チップ１０
１を形成する。次いで、図３に示す工程では、複数の電極パッド１１２上に内部接続端子
１０２を形成する。この段階では、複数の内部接続端子１０２には、高さのばらつきがあ
る。
【００１０】
　次いで、図４に示す工程では、複数の内部接続端子１０２に平坦な板１１５を押し当て
て、複数の内部接続端子１０２の高さを揃える。これにより、複数の内部接続端子１０２
の上面１０２Ａは、略平坦な面とされる。次いで、図５に示す工程では、内部接続端子１
０２が形成された側の半導体チップ１０１及び内部接続端子１０２を覆うように樹脂層１
０３を形成する。
【００１１】
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　次いで、図６に示す工程では、内部接続端子１０２の上面１０２Ａが樹脂層１０３から
露出するまで、樹脂層１０３を研磨する。このとき、樹脂層１０３の上面１０３Ａが内部
接続端子１０２の上面１０２Ａと略面一となるように研磨を行う。これにより、図６に示
す構造体の上面（具体的には、樹脂層１０３の上面１０３Ａ及び内部接続端子１０２の上
面１０２Ａ）は、平坦な面になる。
【００１２】
　次いで、図７に示す工程では、平坦な面とされた図６に示す構造体の上面に配線パター
ン１０４を形成する。具体的には、配線パターン１０４は、例えば、図６に示す構造体の
上面に金属箔（図示せず）を貼り付け、次いで、金属箔上を覆うようにレジスト（図示せ
ず）を塗布し、次いで、このレジストを露光、現像することで配線パターン１０４の形成
領域に対応する部分の金属箔上にレジスト膜（図示せず）を形成する。その後、上記レジ
スト膜をマスクとして金属箔をエッチングすることで、配線パターン１０４を形成する（
サブトラクティブ法）。その後、レジスト膜を除去する。上記レジストの露光領域は、半
導体集積回路１１１上に形成されたアライメントマーク（図示せず）の位置を赤外線又は
Ｘ線透過機能を有した露光装置（図示せず）が検出することにより決定される。
【００１３】
　次いで、図８に示す工程では、樹脂層１０３上に、パッド１０４Ａ以外の部分の配線パ
ターン１０４を覆うソルダーレジスト１０６を形成する。
【００１４】
　次いで、図９に示す工程では、半導体基板１１０の裏面側から半導体基板１１０を研磨
して、半導体基板１１０を薄板化する。次いで、図１０に示す工程では、パッド１０４Ａ
に外部接続端子１０７を形成する。これにより、半導体装置１００が製造される（例えば
、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特許第３６１４８２８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　しかしながら、従来の半導体装置１００の製造方法では、複数の内部接続端子１０２の
高さを揃える工程や、樹脂層１０３を研磨して複数の内部接続端子１０２の上面１０２Ａ
を樹脂層１０３から露出させる工程が必要であるため、工程数の増加により、半導体装置
１００の製造コストが増加してしまうという問題があった。
【００１６】
　また、配線パターン１０４を形成するためのレジスト膜を形成する際に使用する赤外線
又はＸ線透過機能を有した露光装置は、高価であるため、半導体装置１００の製造コスト
が増加してしまうという問題があった。
【００１７】
　さらに、赤外線又はＸ線透過機能を有した露光装置を用いた場合、アライメントマーク
の検出精度が十分でないため、内部接続端子１０２に対する配線パターン１０４の位置精
度が低下してしまうという問題があった。
【００１８】
　そこで本発明は、上述した問題点に鑑みなされたものであり、半導体装置の製造コスト
の低減を図ることができると共に、内部接続端子に対する配線パターンの位置精度を向上
させることのできる半導体装置とその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明の一観点によれば、電極パッドを備えた複数の半導体集積回路と、前記半導体集
積回路を有する半導体チップが形成される半導体チップ形成領域を複数有する半導体基板
と、前記電極パッドに配設された内部接続端子と、前記内部接続端子と電気的に接続され
た配線パターンと、を備えた半導体装置の製造方法であって、前記複数の半導体チップの
前記電極パッドに前記内部接続端子を形成する内部接続端子形成工程と、支持板に前記配
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線パターンの母材となる金属層が設けられた金属層付き支持板を準備する金属層付き支持
板準備工程と、前記半導体チップと対向する部分の前記金属層付き支持板にアライメント
マーク形成用の樹脂の突出部を形成する位置に貫通部を形成する貫通部形成工程と、前記
内部接続端子と対向する部分の前記金属層に導電性端子を形成する導電性端子形成工程と
、前記内部接続端子と前記導電性端子とが対向するように、前記複数の半導体チップと前
記金属層付き支持板とを対向配置させると共に、前記金属層付き支持板を押圧して、前記
内部接続端子と前記金属層とを圧着する圧着工程と、前記圧着工程後に、前記複数の半導
体チップと前記金属層付き支持板との間、及び前記貫通部を前記樹脂で封止する封止工程
と、前記封止工程後に、前記支持板を除去して、前記支持板の前記貫通部に対応する部分
の前記樹脂に突出部を形成する突出部形成工程と、前記突出部をアライメントマークとし
て用いて配線パターンを形成する配線パターン形成工程と、を含むことを特徴とする半導
体装置の製造方法が提供される。
【００２０】
　本発明によれば、複数の半導体チップの電極パッドに内部接続端子を形成し、支持板に
配線パターンの母材となる金属層が設けられた金属層付き支持板に貫通部を形成し、その
後、内部接続端子と対向する部分の金属層に導電性端子を形成し、次いで、内部接続端子
と導電性端子とが対向するように、複数の半導体チップと金属層付き支持板とを対向配置
させると共に、金属層付き支持板を押圧して、内部接続端子と金属層とを圧着した後、複
数の半導体チップと金属層付き支持板との間及び貫通部を樹脂で封止することにより、複
数の内部接続端子の高さを揃える工程、及び配線パターンと接続される部分の内部接続端
子を樹脂から露出させるための樹脂研磨工程が不要となる。これにより、工程数を削減す
ることが可能となるので、半導体装置の製造コストの低減を図ることができる。
【００２１】
　また、封止工程後に支持板を除去して、支持板の貫通部に対応する部分の樹脂に突出部
を形成し、その後、突出部をアライメントマークとして用いて配線パターンを形成するこ
とにより、内部接続端子に対する配線パターンの形成位置の精度を向上させることができ
る。
【００２２】
　さらに、レジスト膜を形成する際、ＣＣＤカメラを備えた安価な露光装置を用いてアラ
イメントマークである突出部の位置を検出することが可能となるため、半導体装置の製造
コストを低減することができる。
【００２３】
　本発明の他の観点によれば、電極パッドを備えた複数の半導体集積回路と、前記半導体
集積回路を有する半導体チップが形成される半導体チップ形成領域を複数有する半導体基
板と、前記電極パッドに配設された内部接続端子と、前記内部接続端子と電気的に接続さ
れた配線パターンと、を備えた半導体装置であって、前記内部接続端子の上端部の側面を
覆い、かつ、前記内部接続端子と前記配線パターンとを固定している導電性端子と、前記
半導体チップの上面を、前記内部接続端子及び前記導電性端子を除いて覆い、かつ、前記
半導体基板と反対側の面に突出部を有する樹脂部材と、前記樹脂部材の上面に設けられた
前記配線パターンと、前記配線パターンのパッド部を除いた部分と前記突出部とを覆うよ
うに、前記樹脂部材上に設けられたソルダーレジストと、を有することを特徴とする半導
体装置が提供される。
【００２４】
　本発明によれば、内部接続端子の上端部の側面を覆った導電性端子によって、内部接続
端子と配線パターンとが固定されることができる。
【００２５】
　また、配線パターンが形成される樹脂部材本体の上面に突出部を設けることにより、配
線パターンをパターニングするためのレジスト膜を露光処理する際、アライメントマーク
として突出部を用いることが可能となる。これにより、従来よりもレジスト膜の形成位置
の精度が向上するため、内部接続端子に対する配線パターンの形成位置の精度を向上させ
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ることができる。
【００２６】
　さらに、レジスト膜を形成する際、ＣＣＤカメラを備えた安価な露光装置を用いてアラ
イメントマークである突出部の位置を検出することが可能となるため、半導体装置の製造
コストを低減することができる。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、半導体装置の製造コストの低減を図ることができると共に、内部接続
端子に対する配線パターンの形成位置の精度を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　次に、図面に基づいて本発明の実施の形態について説明する。
【００２９】
　（第１の実施の形態）
　図１１は、本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の断面図である。
【００３０】
　図１１を参照するに、第１の実施の形態の半導体装置１０は、半導体チップ１１と、内
部接続端子１２と、樹脂部材１３と、配線パターン１４と、導電性端子１６と、ソルダー
レジスト１７と、外部接続端子１８とを有する。
【００３１】
　半導体チップ１１は、半導体基板２１と、半導体集積回路２２と、電極パッド２３と、
保護膜２４とを有する。半導体基板２１は、半導体集積回路２２を形成するための基板で
あり、薄板化されている。半導体基板２１としては、例えば、シリコンからなる基板を用
いることができる。半導体基板２１の厚さは、例えば、１００μｍ～３００μｍとするこ
とができる。
【００３２】
　半導体集積回路２２は、半導体基板２１の表面２１Ａ側に設けられている。半導体集積
回路２２は、半導体基板２１に形成された拡散層（図示せず）、半導体基板２１上に積層
された絶縁層（図示せず）、及び積層された絶縁層に設けられ、拡散層（図示せず）と電
気的に接続された配線パターン（図示せず）等から構成されている。
【００３３】
　電極パッド２３は、半導体集積回路２２上に複数設けられている。電極パッド２３は、
半導体集積回路２２に設けられた配線パターン（図示せず）と電気的に接続されている。
電極パッド２３の材料としては、例えば、ＡｌやＡｌ合金（例えば、Ａｌ－Ｓｉ－Ｃｕ合
金）等を用いることができる。
【００３４】
　保護膜２４は、半導体集積回路２２上に設けられている。保護膜２４は、半導体集積回
路２２を保護するための膜である。保護膜２４としては、例えば、ＳｉＮ膜やＰＳＧ膜等
を用いることができる。
【００３５】
　内部接続端子１２は、電極パッド２３上に設けられている。内部接続端子１２は、半導
体集積回路２２と配線パターン１４とを電気的に接続するための端子である。内部接続端
子１２の上端部の上面１２Ａは、略平坦な面とされている。内部接続端子１２の上端部の
上面１２Ａは、配線パターン１４の下面と接触している。これにより、電極パッド２３は
、配線パターン１４と電気的に接続されている。また、内部接続端子１２の上端部の上面
１２Ａは、後述する樹脂部材本体１３－１（樹脂部材１３の構成要素の１つ）の上面１３
－１Ａと略面一とされている。内部接続端子１２の高さＨ１は、例えば、３０μｍ～５０
μｍとすることができる。
【００３６】
　内部接続端子１２としては、例えば、Ａｕバンプ、Ａｕめっき膜、無電解めっき法によ
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り形成されたＮｉ膜とそれを覆うＡｕ膜から構成される金属膜等を用いることができる。
内部接続端子１２としてＡｕバンプを用いる場合、内部接続端子１２は、例えば、ボンデ
ィング法やめっき法により形成することができる。
【００３７】
　図１２は、図１１に示す半導体装置に設けられた樹脂部材を説明するための平面図であ
る。図１２において、図１１に示す半導体装置１０と同一構成部分には同一符号を付す。
【００３８】
　図１１及び図１２を参照するに、樹脂部材１３は、樹脂部材本体１３－１と、突出部１
３－２とを有する。樹脂部材本体１３－１は、内部接続端子１２の側面、内部接続端子１
２が設けられていない部分の電極パッド２３の上面、及び保護膜２４の上面を覆うように
設けられている。樹脂部材本体１３－１は、平面視四角形とされている。樹脂部材本体１
３－１の上面１３－１Ａは、略平坦な面とされている。樹脂部材本体１３－１の上面１３
－１Ａは、内部接続端子１２の上端部の上面１２Ａと略面一とされている。樹脂部材本体
１３－１の上面１３－１Ａには、配線パターン１４が形成されている。ソルダーレジスト
１７と保護膜２４との間に配置された部分の樹脂部材本体１３－１の厚さＭ１は、例えば
、３０μｍ～５０μｍとすることができる。
【００３９】
　突出部１３－２は、円筒形状とされており、樹脂部材本体１３－１の上面１３－１Ａに
設けられている。突出部１３－２は、樹脂部材本体１３－１の４つの角部の近傍にそれぞ
れ１つずつ配置されている。突出部１３－２は、配線パターン１４をパターニングするた
めの後述するレジスト膜を露光処理する際のアライメントマークとして用いる部材である
。突出部１３－２の直径Ｒ１は、例えば、１００μｍとすることができる。また、突出部
１３－２の高さＨ2は、例えば、５０μｍとすることができる。上記構成とされた樹脂部
材１３としては、例えば、アンダーフィル樹脂やモールド樹脂（例えば、エポキシ樹脂）
等を用いることができる。
【００４０】
　このように、配線パターン１４が形成される樹脂部材本体１３－１の上面１３－１Ａに
突出部１３－２を設けることにより、配線パターン１４の母材となる金属層（樹脂部材本
体１３－１の上面１３－１Ａに形成される金属層）をパターニングするためのレジスト膜
を露光処理する際のアライメントマークとして突出部１３－２を用いることが可能となる
。これにより、従来よりもレジスト膜の形成位置の精度が向上するため、内部接続端子１
２に対する配線パターン１４の形成位置の精度を向上させることができる
【００４１】
　配線パターン１４は、内部接続端子１２の上端部の上面１２Ａと接触するように、樹脂
部材本体１３－１の上面１３－１Ａに設けられている。配線パターン１４は、内部接続端
子１２を介して、半導体集積回路２２と電気的に接続されている。配線パターン１４は、
パッド部２７を有する。パッド部２７は、外部接続端子１８を配設するためのパッドであ
り、内部接続端子１２から離間した位置に配置されている。配線パターン１４としては、
例えば、Ｃｕ膜を用いることができる。配線パターン１４としてＣｕ膜を用いた場合、配
線パターン１４の厚さは、例えば、１２μｍとすることができる。
【００４２】
　導電性端子１６は、内部接続端子１２と対向する部分の配線パターン１４の下面に設け
られている。導電性端子１６は、内部接続端子１２の上端部の側面を覆うように配置され
ている。導電性端子１６は、内部接続端子１２と配線パターン１４とを固定するためのも
のである。導電性端子１６としては、例えば、導電性ペースト（具体的には、例えば、Ａ
ｇペーストやＣｕペースト等）やバンプ（具体的には、例えば、Ａｕバンプ，Ｃｕバンプ
等）等を用いることができる。
【００４３】
　ソルダーレジスト１７は、パッド部２７を除いた部分の配線パターン１４と突出部１３
－２とを覆うように、樹脂部材１３上に設けられている。ソルダーレジスト１７は、パッ
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ド部２７を露出する開口部２９を有する。
【００４４】
　外部接続端子１８は、パッド部２７上に設けられている。外部接続端子１８は、マザー
ボード等の実装基板（図示せず）に設けられた外部接続用パッド（図示せず）と接続され
る端子である。外部接続端子１８としては、例えば、はんだバンプを用いることができる
。
【００４５】
　本実施の形態の半導体装置によれば、配線パターン１４が形成される樹脂部材本体１３
－１の上面１３－１Ａに突出部１３－２を設けることにより、配線パターン１４の母材と
なる金属層（樹脂部材本体１３－１の上面１３－１Ａに形成される金属層）をパターニン
グするためのレジスト膜を露光処理する際、アライメントマークとして突出部１３－２を
用いることが可能となる。これにより、従来よりもレジスト膜の形成位置の精度が向上す
るため、内部接続端子１２に対する配線パターン１４の形成位置の精度を向上させること
ができる。
【００４６】
　また、配線パターン１４の母材となる金属層（樹脂部材本体１３－１の上面１３－１Ａ
に形成される金属層）をパターニングするためのレジスト膜（図示せず）を形成する際、
ＣＣＤカメラ（図示せず）を備えた安価な露光装置（図示せず）を用いてアライメントマ
ークである突出部１３－２を検出することが可能となるため、半導体装置１０の製造コス
トを低減することができる。
【００４７】
　なお、本実施の形態では、４つの突出部１３－２を平面視四角形とされた樹脂部材本体
１３－１の角部に設けた場合を例に挙げて説明したが、４つの突出部１３－２は、配線パ
ターン１４が形成される配線パターン形成領域以外の領域に対応する部分の樹脂部材本体
１３－１上に設けてもよい。この場合、本実施の形態の半導体装置１０と同様な効果を得
ることができる。
【００４８】
　また、本実施の形態では、４つの突出部１３－２を設けた場合を例に挙げて説明したが
、突出部１３－２は少なくとも２つ以上設けられておればよく、この場合も本実施の形態
の半導体装置１０と同様な効果を得ることができる。
【００４９】
　図１３～図２７は、本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図で
ある。図２８は、金属層付き支持体に形成される貫通部を説明するための平面図である。
図１３～図２８において、第１の実施の形態の半導体装置１０と同一構成部分には同一符
号を付す。また、図１８～図２７において、Ｂは半導体装置１０が形成される領域（以下
、「半導体装置形成領域Ｂ」とする）、Ｃは複数の半導体装置１０を個片化する際に半導
体基板３５を切断する位置（以下、「切断位置Ｃ」とする）をそれぞれ示している。
【００５０】
　図１３～図２８を参照して、第１の実施の形態の半導体装置の製造方法について説明す
る。始めに、図１３に示す工程では、複数の半導体チップ形成領域を有した半導体基板３
５に、半導体集積回路２２、電極パッド２３、及び保護膜２４を有した複数の半導体チッ
プ１１を形成し、その後、電極パッド２３上に内部接続端子１２を形成する（内部接続端
子形成工程）。半導体基板３５は、後述する図２７に示す工程において切断、個片化され
ることにより、図１１で説明した半導体基板２１となる基板である。半導体基板３５とし
ては、例えば、Ｓｉウエハを用いることができる。半導体基板３５の厚さは、例えば、５
００μｍ～７７５μｍとすることができる。電極パッド２３の材料としては、ＡｌやＡｌ
合金（例えば、Ａｌ－Ｓｉ－Ｃｕ合金）を用いることができる。保護膜２４としては、例
えば、ＳｉＮ膜やＰＳＧ膜等を用いることができる。
【００５１】
　内部接続端子１２としては、例えば、Ａｕバンプ、Ａｕめっき膜、無電解めっき法によ
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り形成されたＮｉ膜とそれを覆うＡｕ膜から構成される金属膜等を用いることができる。
内部接続端子１２としてＡｕバンプを用いる場合、内部接続端子１２は、例えば、ボンデ
ィング法やめっき法により形成する。なお、この段階では、複数の内部接続端子１２には
高さばらつきが存在する。また、この段階では、内部接続端子１２の上端部の上面は、平
坦な面とされていない。
【００５２】
　次いで、図１４に示す工程では、支持板３８の面３８Ａに配線パターン１４の母材とな
る金属層３９が貼り付けられた金属層付き支持板３７を準備する（金属層付き支持板準備
工程）。金属層３９は、支持板３８から剥がすことが可能な状態で、支持板３８に貼り付
けられている。支持板３８は、金属層３９を支持可能な板体で容易に剥離可能であればよ
い。具体的には、支持板３８としては、例えば、金属板（例えば、Ｃｕ板）、金属箔（例
えば、Ｃｕ箔）、樹脂板等を用いることができる。支持板３８としてＣｕ箔を用いた場合
、支持板３８の厚さは、例えば、３５μｍとすることができる。金属層３９としては、例
えば、Ｃｕ層を用いることができる。金属層３９としてはＣｕ層を用いた場合、金属層３
９の厚さは、例えば、１２μｍとすることができる。
【００５３】
　次いで、図１５に示す工程では、図１３に示す半導体チップ１１と対向する部分の金属
層付き支持板３７に貫通部４１を形成する（貫通部形成工程）。図２８に示すように、貫
通部４１は、例えば、平面視四角形とされた半導体チップ１１の外形位置Ａの４つの角部
と対向する部分の金属層付き支持板３７にそれぞれ１つずつ形成する。貫通部４１は、例
えば、ルータ加工、ドリル加工、プレス加工等の方法により形成することができる。また
、貫通部４１の形状は、円筒、四角柱、スリット（溝）形状等を用いることができる（図
１５では、円筒形状とされた貫通部４１を例に挙げて図示している）。貫通部４１を円筒
形状にした場合、貫通部４１の直径Ｒ２は、例えば、１００μｍとすることができる。
【００５４】
　次いで、図１６に示す工程では、図１３に示す構造体に設けられた内部接続端子１２と
対向する部分の金属層３９に導電性端子１６を形成する（導電性端子形成工程）。導電性
端子１６としては、例えば、導電性ペースト（具体的には、例えば、Ａｇペースト，Ｃｕ
ペースト等）やバンプ（具体的には、例えば、Ａｕバンプ，Ｃｕバンプ等）等を用いるこ
とができる。
【００５５】
　次いで、図１７に示す工程では、金属層付き支持板３７に形成された貫通部４１をアラ
イメントマークとして用いて、図１３に示す構造体に設けられた内部接続端子１２と、図
１６に示す構造体に設けられた導電性端子１６とが対向するように、半導体基板３５に形
成された複数の半導体チップ１１と金属層付き支持体３７とを対向配置させる。
【００５６】
　次いで、図１８に示す工程では、内部接続端子１２及び導電性端子１６を加熱（導電性
端子１６としてＡｕバンプを用いた場合の加熱温度は、例えば、１８０℃）した状態で、
内部接続端子１２の上端部と金属層３９とが接触するように金属層付き支持体３７を押圧
することで、内部接続端子１２と金属層３９とを圧着する（図１７及び図１８に示す工程
が圧着工程）。このとき、複数の内部接続端子１２の上端部と金属層３９とが接触するこ
とで、複数の内部接続端子１２の高さが揃えられると共に、複数の内部接続端子１２の上
端部の面１２Ａが略平坦な面になる。圧着工程後の内部接続端子１２の高さＨ１は、例え
ば、３０μｍ～５０μｍとすることができる。また、保護膜２４と金属層３９との隙間は
、例えば、３０μｍ～５０μｍとすることができる。
【００５７】
　このように、半導体基板３５に形成された複数の半導体チップ１１と金属層付き支持板
３７とを対向配置する際のアライメントマークとして金属層付き支持板３７に形成された
貫通部４１を用いることにより、内部接続端子１２に対する導電性端子１６の位置合わせ
を精度良く行うことが可能となるため、内部接続端子１２と導電性端子１６が設けられた
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部分の金属層３９（配線パターン１４）との電気的な接続信頼性を向上させることができ
る。
【００５８】
　また、内部接続端子１２及び導電性端子１６を加熱した状態で、金属層付き支持体３７
を押圧して、内部接続端子１２と金属層３９とを圧着することにより、従来、別々に行わ
れていた複数の内部接続端子１２の高さを揃える工程と、内部接続端子１２と配線パター
ン１４とを接続する工程とを同時に行うことが可能となるため、半導体装置１０の製造コ
ストを低減することができる。
【００５９】
　次いで、図１９に示す工程では、半導体基板３５に形成された複数の半導体チップ１１
と金属層付き支持基板３７との間、及び貫通部４１を樹脂で封止する（封止工程）。樹脂
４６は、先に説明した図１１に示す樹脂部材１３の母材である。樹脂４６としては、例え
ば、アンダーフィル樹脂やモールド樹脂（例えば、エポキシ樹脂）等を用いることができ
る。
【００６０】
　樹脂４６としてモールド樹脂を用いた場合、樹脂４６は、トランスファーモールド法に
より形成することができる。この場合、図１９に示すように、下部金型４３と上部金型４
４との間に図１８に示す構造体を収容し、その後、下部金型４３と上部金型４４との間に
樹脂４６を圧入することで、複数の半導体チップ１１と金属層付き支持基板３７との間、
及び貫通部４１を樹脂４６で封止する。
【００６１】
　また、トランスファーモールド法を用いて樹脂４６を形成する場合、上部金型４４と支
持体３８とが接触しないように、上部金型４４と支持体３８との間に隙間を形成するとよ
い。このように、上部金型４４と支持体３８との間に隙間を形成することで、上部金型４
４により金属層付き支持体３７が押圧されることがなくなるため、配線パターン１４の母
材となる金属層３９が撓むことを防止できる。この場合、支持体３８の上面を覆うように
樹脂４６が形成される。なお、図１９に示す工程では、樹脂部材１３の母材となる樹脂４
６をトランスファーモールド法により形成した場合を例に挙げて図示している。
【００６２】
　次いで、図２０に示す工程では、樹脂４６が形成された図１８に示す構造体から図１９
に示す下部金型４３及び上部金型４４を除去する。
【００６３】
　次いで、図２１に示す工程では、図２０に示す構造体に設けられた金属層３９から支持
体３８を剥がして、支持体３８と共に支持体３８上に形成された樹脂４６を除去すること
により、突出部１３－２を形成する（突出部形成工程）。これにより、樹脂部材本体１３
－１及び突出部１３－２を備えた樹脂部材１３が形成される。
【００６４】
　樹脂部材本体１３－１の厚さＭ１（保護膜２４と金属層３９との間に配置された部分の
樹脂部材本体１３－１の厚さ）は、例えば、３０μｍ～５０μｍとすることができる。突
出部１３－２は、樹脂部材本体１３－１の４つの角部の近傍にそれぞれ１つずつ形成され
ている。突出部１３－２が円筒形状の場合、突出部１３－２の直径Ｒ１は、例えば、１０
０μｍとすることができる。突出部１３－２の高さＨ２は、例えば、５０μｍとすること
ができる。また、金属層３９の上面３９Ａを基準としたときの突出部１３－２の突出量Ｅ
は、例えば、３８μｍとすることができる。
【００６５】
　次いで、図２２に示す工程では、突出部１３－２をアライメントマークとして用いて、
配線パターン１４の形成領域に対応する部分の金属層３９上を覆うレジスト膜４８を形成
する（レジスト膜形成工程）。レジスト膜４８は、金属層３９をエッチングする際のマス
クとなる膜である。具体的には、レジスト膜４８がポジ型レジストの場合、金属層３９上
にレジストを塗布後、ＣＣＤカメラ（図示せず）を備えた安価な露光装置（図示せず）を
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用いて、アライメントマークである突出部１３－２の位置を検出し、配線パターン１４の
形成領域に対応する部分のレジストに光を照射して露光処理を行い、その後、露光後のレ
ジストを現像処理することで、レジスト膜４８を形成する。
【００６６】
　このように、配線パターン１４の母材となる金属層３９をパターニングするためのレジ
スト膜４８を露光処理する際のアライメントマークとして突出部１３－２を用いることに
より、従来よりもレジスト膜４８の形成位置の精度が向上するため、内部接続端子１２に
対する配線パターン１４の形成位置の精度を向上させることができる。
【００６７】
　また、配線パターン１４の母材となる金属層３９をパターニングするためのマスクとな
るレジスト膜（図示せず）を形成する際、ＣＣＤカメラ（図示せず）を備えた安価な露光
装置（図示せず）を用いてアライメントマークである突出部１３－２の位置を検出するこ
とが可能となるため、半導体装置１０の製造コストを低減できる。
【００６８】
　次いで、図２３に示す工程では、レジスト膜４８をマスクとして、図２２に示す金属層
３９をエッチング（具体的には、例えば、異方性エッチング）することで、内部接続端子
１２と接続された配線パターン１４を形成する（配線パターン形成工程）。図２１～図２
３では、配線パターン１４をサブトラクティブ法により形成する場合を例に挙げて図示し
ている。
【００６９】
　配線パターン１４は、外部接続端子１８が配設されるパッド部２７を有する。配線パタ
ーン１４の厚さは、金属層３９の厚さと略等しい。配線パターン１４の厚さは、例えば、
１２μｍとすることができる。次いで、図２４に示す工程では、図２３に示すレジスト膜
４８を除去する。
【００７０】
　次いで、図２５に示す工程では、周知の手法により、樹脂部材本体１３－１の上面１３
－１Ａにパッド部２７を除いた部分の配線パターン１４及び突出部１３－２を覆うソルダ
ーレジスト１７を形成し、その後、パッド部２７に外部接続端子１８を形成する。ソルダ
ーレジスト１７は、パッド部２７を露出する開口部２９を有する。外部接続端子１８とし
ては、例えば、はんだバンプを用いることができる。
【００７１】
　次いで、図２６に示す工程では、図２５に示す半導体基板３５の裏面３５Ｂ側から半導
体基板３５を薄板化する。具体的には、半導体基板３５の裏面３５Ｂ側から半導体基板３
５を研磨又は研削して、半導体基板３５を薄板化する。これにより、半導体基板３５の半
導体装置形成領域Ｂに半導体装置１０に相当する構造体が形成される。半導体基板３５の
薄板化には、例えば、バックサイドグラインダーを用いることができる。薄板化後の半導
体基板３５の厚さは、例えば、１００μｍ～３００μｍとすることができる。
【００７２】
　次いで、図２７に示す工程では、図２６に示す構造体の切断位置Ｃに対応する部分を切
断する。これにより、個片化されて、複数の半導体装置１０が製造される。
【００７３】
　本実施の形態の半導体装置の製造方法によれば、内部接続端子１２及び導電性端子１６
を加熱した状態で、金属層付き支持体３７を押圧して、内部接続端子１２と金属層３９と
を圧着することにより、従来、別々に行われていた複数の内部接続端子１２の高さを揃え
る工程と、内部接続端子１２と配線パターン１４とを接続する工程とを同時に行うことが
可能となるため、半導体装置１０の製造コストを低減することができる。
【００７４】
　また、配線パターン１４の母材となる金属層３９をパターニングするためのマスクとな
るレジスト膜４８を露光処理する際、アライメントマークとして突出部１３－２を用いる
ことにより、従来よりもレジスト膜４８の形成位置の精度が向上するため、内部接続端子
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１２に対する配線パターン１４の形成位置の精度を向上させることができる。
【００７５】
　さらに、配線パターン１４の母材となる金属層３９をパターニングするためのマスクと
なるレジスト膜４８を形成する際、ＣＣＤカメラ（図示せず）を備えた安価な露光装置（
図示せず）を用いてアライメントマークである突出部１３－２の位置を検出することが可
能となるため、半導体装置１０の製造コストを低減することができる。
【００７６】
　（第２の実施の形態）
　図２９は、本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置の断面図である。図２９におい
て、第１の実施の形態の半導体装置１０と同一構成部分には同一符号を付す。
【００７７】
　図２９を参照するに、第２の実施の形態の半導体装置５０は、第１の実施の形態の半導
体装置１０に設けられた配線パターン１４（サブトラクティブ法を用いて形成された配線
パターン）の代わりに配線パターン５１を設けた以外は半導体装置１０と同様に構成され
る。
【００７８】
　配線パターン５１は、金属層５４と、めっき膜５５とが積層された構成とされている。
配線パターン５１は、外部接続端子１８が配設されるパッド部５２を有する。金属層５４
は、内部接続端子１２の上端部の上面１２Ａ及び樹脂部材本体１３－１の上面１３－１Ａ
に設けられている。金属層５４の下面は、内部接続端子１２の上端部の上面１２Ａと接触
している。金属層５４の下面には、内部接続端子１２を金属層５４に接続するための導電
性端子１６が設けられている。金属層５４は、めっき膜５５を形成する際の給電層である
。金属層５４としては、例えば、Ｃｕ層を用いることができる。金属層５４としてＣｕ層
を用いた場合、金属層５４の厚さは、例えば、２μｍ～３μｍとすることができる。
【００７９】
　めっき膜５５は、金属層５４上に積層されている。めっき膜５５としては、例えば、Ｃ
ｕめっき膜を用いることができる。めっき膜５５としてＣｕめっき膜を用いた場合、めっ
き膜５５の厚さは、例えば、１０μｍとすることができる。めっき膜５５は、例えば、電
解めっき法により形成することができる。上記構成とされた配線パターン５１は、例えば
、セミアディティブ法により形成することができる。
【００８０】
　上記構成とされた第２の実施の形態の半導体装置５０は、第１の実施の形態の半導体装
置１０と同様な効果を得ることができる。
【００８１】
　図３０～図３７は、本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図で
ある。図３０～図３７において、第２の実施の形態の半導体装置５０と同一構成部分には
同一符号を付す。
【００８２】
　図３０～図３７を参照して、第２の実施の形態の半導体装置５０の製造方法について説
明する。始めに、第１の実施の形態で説明した図１３に示す工程と同様な処理を行って、
複数の半導体チップ形成領域を有した半導体基板３５に、半導体集積回路２２、電極パッ
ド２３、及び保護膜２４を有した複数の半導体チップ１１を形成し、その後、電極パッド
２３上に内部接続端子１２を形成する（内部接続端子形成工程）。
【００８３】
　次いで、図３０に示す工程では、支持板３８の面３８Ａにめっき膜５５（図２９参照）
を形成する際の給電層となる金属層５４が貼り付けられた金属層付き支持板５７を準備す
る（金属層付き支持板準備工程）。金属層５４は、支持板３８から剥がすことが可能な状
態で、支持板３８に貼り付けられている。支持板３８は、金属層５４を支持可能なもので
あればよい。具体的には、支持板３８としては、例えば、金属板（例えば、Ｃｕ板）、金
属箔（例えば、Ｃｕ箔）、樹脂板等を用いることができる。支持板３８としてＣｕ箔を用
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いた場合、支持板３８の厚さは、例えば、３５μｍとすることができる。金属層５４とし
ては、例えば、Ｃｕ層を用いることができる。金属層５４としてはＣｕ層を用いた場合、
金属層５４の厚さは、例えば、２μｍ～３μｍとすることができる。
【００８４】
　次いで、図３１に示す工程では、第１の実施の形態で説明した図１３に示す半導体チッ
プ１１と対向する部分の金属層付き支持板５７に貫通部４１を形成する（貫通部形成工程
）。貫通部４１は、例えば、平面視四角形とされた半導体チップ１１の外形位置Ａの４つ
の角部と対向する部分の金属層付き支持板３７にそれぞれ１つずつ形成する。貫通部４１
は、例えば、ルータ加工、ドリル加工、プレス加工等の方法を用いて形成することができ
る。また、貫通部４１の形状は、円筒、四角柱、スリット（溝）形状等を用いることがで
きる。貫通部４１を円筒形状にした場合、貫通部４１の直径Ｒ２は、例えば、１００μｍ
とすることができる。
【００８５】
　次いで、図３２に示す工程では、第１の実施の形態で説明した図１３に示す構造体に設
けられた内部接続端子１２と対向する部分の金属層５４に導電性端子１６を形成する（導
電性端子形成工程）。導電性端子１６としては、例えば、導電性ペースト（具体的には、
例えば、Ａｇペースト，Ｃｕペースト等）やバンプ（具体的には、例えば、Ａｕバンプ，
Ｃｕバンプ等）等を用いることができる。
【００８６】
　次いで、図３３に示す工程では、第１の実施の形態で説明した図１７～図２１に示す工
程（圧着工程、封止工程、突出部形成工程を含む）と同様な処理を行って、図３３に示す
構造体を形成する。圧着工程後の内部接続端子１２の高さＨ１は、例えば、３０μｍ～５
０μｍとすることができる。また、保護膜２４と金属層５４との隙間は、例えば、３０μ
ｍ～５０μｍとすることができる。樹脂部材本体１３－１の厚さＭ１は、例えば、３０μ
ｍ～５０μｍとすることができる。突出部１３－２は、樹脂部材本体１３－１の４つの角
部の近傍にそれぞれ１つずつ配置されている。突出部１３－２が円筒形状の場合、突出部
１３－２の直径Ｒ１は、例えば、１００μｍとすることができる。突出部１３－２の高さ
Ｈ２は、例えば、５０μｍとすることができる。また、金属層５４の上面を基準としたと
きの突出部１３－２の突出量Ｅは、例えば、４８μｍとすることができる。
【００８７】
　次いで、図３４に示す工程では、突出部１３－２をアライメントマークとして用いて、
配線パターン５１の形成領域（具体的には、配線パターン５１の構成要素の１つであるめ
っき膜５５の形成領域）に対応する部分に開口部６１Ａを有したレジスト膜６１を樹脂部
材１３上及び金属層５４上に形成する（レジスト膜形成工程）。具体的には、レジスト膜
６１がポジ型レジストの場合、レジスト膜６１は、レジストを塗布後、露光装置（図示せ
ず）により露光処理を行う際、ＣＣＤカメラ（図示せず）を備えた安価な露光装置（図示
せず）により、アライメントマークである突出部１３－２を用いて、配線パターン５１の
形成領域に対応する部分のレジストに光を照射して露光処理を行い、その後、露光後のレ
ジストを現像処理することで、開口部６１Ａを有したレジスト膜６１を形成する。レジス
ト膜６１は、配線パターン５１の形成領域に対応する部分の金属層５４上にのみめっき膜
５５を形成するためのマスクである。
【００８８】
　このように、配線パターン５１の母材となる金属層５４をパターニングするためのレジ
スト膜６１を露光処理する際のアライメントマークとして突出部１３－２を用いることに
より、配線パターン５１の形成領域（具体的には、配線パターン５１の構成要素の１つで
あるめっき膜５５の形成領域）に対応する部分に形成されるレジスト膜６１の開口部６１
Ａの形成位置の精度が向上するため、内部接続端子１２に対する配線パターン５１の形成
位置の精度を向上させることができる。
【００８９】
　また、配線パターン５１の母材となる金属層５４をパターニングするためのマスクとな
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るレジスト膜６１を形成する際、ＣＣＤカメラ（図示せず）を備えた安価な露光装置（図
示せず）を用いてアライメントマークである突出部１３－２の位置を検出することが可能
となるため、半導体装置５０の製造コストを低減できる。
【００９０】
　次いで、図３５に示す工程では、金属層５４を給電層とする電解めっき法により、開口
部６１Ａに露出された部分の金属層５４上にめっき膜５５を形成する（めっき膜形成工程
）。めっき膜５５としては、例えば、Ｃｕめっき膜を用いることができる。めっき膜５５
としてＣｕめっき膜を用いた場合、めっき膜５５の厚さは、例えば、１０μｍとすること
ができる。
【００９１】
　次いで、図３６に示す工程では、図３５に示すレジスト膜６１を除去する（レジスト膜
除去工程）。次いで、図３７に示す工程では、めっき膜５５が形成されていない部分の金
属層５４を除去して、金属層５４及びめっき膜５５よりなる配線パターン５１を形成する
（配線パターン形成工程）。
【００９２】
　その後、第１の実施の形態で説明した図２５～図２７に示す工程と同様な処理を行うこ
とで、複数の半導体装置５０が製造される。
【００９３】
　本実施の形態の半導体装置の製造方法によれば、配線パターン５１の母材となる金属層
５４をパターニングするためのレジスト膜６１を露光処理する際のアライメントマークと
して突出部１３－２を用いることにより、配線パターン５１の形成領域（具体的には、配
線パターン５１の構成要素の１つであるめっき膜５５の形成領域）に対応する部分に形成
されるレジスト膜６１の開口部６１Ａの形成位置の精度が向上するため、内部接続端子１
２に対する配線パターン５１の形成位置の精度を向上させることができる。
【００９４】
　また、配線パターン５１の母材となる金属層５４をパターニングするためのマスクとな
るレジスト膜６１を形成する際、ＣＣＤカメラ（図示せず）を備えた安価な露光装置（図
示せず）を用いてアライメントマークである突出部１３－２の位置を検出することが可能
となるため、半導体装置５０の製造コストを低減できる。
【００９５】
　以上、本発明の好ましい実施の形態について詳述したが、本発明はかかる特定の実施の
形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲内に記載された本発明の要旨の範囲内に
おいて、種々の変形・変更が可能である。
【産業上の利用可能性】
【００９６】
　本発明は、電極パッドを備えた半導体チップと、電極パッドに配設された内部接続端子
と、内部接続端子と電気的に接続された配線パターンと、を備えた半導体装置とその製造
方法に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００９７】
【図１】従来の半導体装置の断面図である。
【図２】従来の半導体装置の製造工程を示す図（その１）である。
【図３】従来の半導体装置の製造工程を示す図（その２）である。
【図４】従来の半導体装置の製造工程を示す図（その３）である。
【図５】従来の半導体装置の製造工程を示す図（その４）である。
【図６】従来の半導体装置の製造工程を示す図（その５）である。
【図７】従来の半導体装置の製造工程を示す図（その６）である。
【図８】従来の半導体装置の製造工程を示す図（その７）である。
【図９】従来の半導体装置の製造工程を示す図（その８）である。
【図１０】従来の半導体装置の製造工程を示す図（その９）である。
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【図１１】本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の断面図である。
【図１２】図１１に示す半導体装置に設けられた樹脂部材を説明するための平面図である
。
【図１３】本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その１）で
ある。
【図１４】本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その２）で
ある。
【図１５】本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その３）で
ある。
【図１６】本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その４）で
ある。
【図１７】本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その５）で
ある。
【図１８】本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その６）で
ある。
【図１９】本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その７）で
ある。
【図２０】本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その８）で
ある。
【図２１】本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その９）で
ある。
【図２２】本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その１０）
である。
【図２３】本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その１１）
である。
【図２４】本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その１２）
である。
【図２５】本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その１３）
である。
【図２６】本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その１４）
である。
【図２７】本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その１５）
である。
【図２８】金属層付き支持体に形成される貫通部を説明するための平面図である。
【図２９】本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置の断面図である。
【図３０】本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その１）で
ある。
【図３１】本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その２）で
ある。
【図３２】本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その３）で
ある。
【図３３】本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その４）で
ある。
【図３４】本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その５）で
ある。
【図３５】本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その６）で
ある。
【図３６】本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その７）で
ある。
【図３７】本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す図（その８）で
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【符号の説明】
【００９８】
　１０，５０　半導体装置
　１１　半導体チップ
　１２　内部接続端子
　１３　樹脂部材
　１３－１　樹脂部材本体
　１３－１Ａ　上面
　１３－２　突出部
　１４，５１　配線パターン
　１６　導電性端子
　１７　ソルダーレジスト
　１８　外部接続端子
　２１，３５　半導体基板
　２１Ａ　表面
　２２　半導体集積回路
　２３　電極パッド
　２４　保護膜
　２７，５２　パッド部
　２９，６１Ａ　開口部
　３５Ｂ　裏面
　３７　金属層付き支持板
　３８　支持板
　３８Ａ　面
　３９，５４　金属層
　３９Ａ　上面
　４１　貫通部
　４３　下部金型
　４４　上部金型
　４６　樹脂
　４８，６１　レジスト膜
　５５　めっき膜
　Ａ　外形位置
　Ｂ　半導体装置形成領域
　Ｃ　切断位置
　Ｅ　突出量
　Ｈ１，Ｈ２　高さ
　Ｍ１　厚さ
　Ｒ１，Ｒ２　直径
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